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 基盤研究(A)(B)(C)、若手研究、挑戦的研究(開拓)(萌芽)、学術変革領域研究(A)(公募研究) 

申請フロー 

■応募書類について 
研究計画調書は「Web 入力項目」と「添付ファイル項目」（Word ファイル）の２つの項目で構成されています。 
研究計画調書の作成にあたっては、研究種目ごとの「研究計画調書作成・記入要領」を必ず確認してください。 
研究代表者は、科研費電子申請システム上で「Web 入力項目」を入力し、別途作成した「添付ファイル項目」（Word フ
ァイル）をアップロードすると、研究計画調書（PDF）が完成します。 
■申請手続き 
研究計画調書（PDF）は科研費電子申請システム上で電子申請します。但し、研究代表者が行う電子申請は、研究機
関（本大学ではリサーチオフィス）への提出となり、文部科学省や日本学術振興会には直接送信されません。 
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①研究分担者承諾依頼（科研費電子申請システム） 

②研究分担者承諾・不承諾（科研費電子申請システム） 
・研究分担者だけではなく、研究分担者所属機関双方の承諾が必要です。 
・研究分担者承諾の手続きが完了していない場合は、研究計画調書の電子申請が出来ません。 

③研究計画調書（科研費電子申請システム）＋ 
添付ファイル項目 提出（メール） 
添付ファイル項目（Word）はリサーチオフィス担当 
メールアドレス宛に送付してください（衣笠所属者は 
送付不要）。 

④リサーチオフィス:点検・修正連絡（メール） 
代表者:修正・電子申請 
 ⑤機関承認（科研費電子申請システム） 

■「添付ファイル項目」（Word）作成上の留意点 
・11 ポイント以上（英語の場合は 10 ポイント以上）の大きさの文字等を使用してください。 
・各記入欄のタイトルは必ずページの先頭に来るようにしてください。 
・各記入欄で定められたページ数は超えないようにしてください（ページの追加禁止）。 
各記入欄の指示に沿って作成した結果、空白（白紙）のページが生じても構いません（ページの削除禁止）。 

・余白設定（上 20mm、下 20mm、左 25mm、右 25mm）を変更しないでください。 
余白設定を変更すると、審査書類として印刷された際に、文字等の欠落等の恐れがあります。 

・モノクロ印刷（グレースケール）された研究計画調書で審査されるため、図表やチャート、写真等は、必ずモノクロ印刷で鮮明に見
える色彩にてご作成ください。 

・リサーチオフィスでは、学内締め切りまでに提出いただいた研究計画調書について、 
記入要領などに基づき、点検をおこないます。 
(a)点検後、修正が必要な箇所があれば、代表者にその旨をメール連絡します。 
代表者は修正作業をおこない、再度電子申請（+添付ファイル項目再送信）をして
ください。 
(b)点検後、修正が必要な箇所がなければ（または(ａ)にて修正完了の場合）、 
代表者にその旨をメール連絡します。リサーチオフィスは完成したものから随時⑤機関
承認します。 
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研究分担者承諾手続きについて 

研究代表者と研究分担者が同一研究機関の場合にも、科研費電子申請システム上での研究機関承諾が必要となってい
ます。 
本大学における機関承諾（研究分担者が本大学所属）は、科研費応募資格の有無により、承諾または不承諾の判定を
行うことを原則としています。一部職位においては、学内手続きを経た上で応募資格が付与されるため、手続きが完了するま
では、機関承諾を行えませんので、ご注意ください。 
なお、研究分担者が他研究機関の場合、機関承諾は研究分担者の所属機関において処理されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※研究分担者承諾後の登録内容の修正 
エフォート等、研究分担者が承諾内容の修正をする場合は、研究代表者が科研費電子システム上で差し戻しを行うことで
可能となります。 
差し戻し手続き後、再度所属研究機関による承諾の手続きは必要ありません。 
 
 
■科研費電子申請システムの操作について 
研究者分担者承諾依頼ならびに承諾・不承諾の手続き方法は、以下をご確認ください。 
【研究者向け操作手引（詳細版）】 
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/manual1ka.pdf 
【研究分担者承諾の手続きについて（研究代表者向け）】 
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/buntan_flow_D.pdf 
【研究分担者承諾の手続きについて（研究分担者向け）】 
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/buntan_flow_B.pdf 
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①研究分担者承諾依頼 
Web 入力項目（前半）の「研究課題情報」の画面で、研究組織を入力する際に承諾依頼を行います。 
科研費電子申請システム上での依頼とあわせて、必ず研究分担者に依頼をした旨を連絡してください。 

②-1 研究分担者承諾の場合 
科研費電子申請システム上で承諾してくださ
い。 
研究分担者分担者承諾後、所属機関での
承諾を行い、承諾手続きが完了します。 
 

③-１ 機関承諾の場合 
科研費電子申請システム上で承諾します。 

③-2 機関不承諾の場合 
科研費電子申請システム上で不承諾します。 

②-２ 研究分担者不承諾の場合 
科研費電子申請システム上で不承諾手続きをしてください。 
 

機関承諾待ち（②-1）を確認した 3 営業日以
内に、機関承諾（③-1）または不承諾（③-
2）を科研費電子申請システム上で処理します。 
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